
 第３章 都道府県公害審査会等における公害紛争の処理 

 

 公害紛争処理法が昭和45年11月１日に施行されてから、平成29年度末までに審査会等に

係属した公害紛争事件は1,566件である。このうち、終結しているのは1,529件である（表

１－３－１）。 

 平成29年度に審査会等が受け付けた事件は41件であり、これに前年度から繰り越された

39件を加えた計80件が29年度に係属した。このうち、43件が29年度中に終結し、残り37件

は翌年度に繰り越された（29年度に係属した80件の概要については付録２参照）。 

 

第１節 公害紛争の申請状況                      

 

１ 申請の件数 

(1) 手続別件数 

公害に係る紛争を解決するため、審査会等が行う手続には、あっせん、調停及び仲

裁（審査会等においては、裁定は行えない。）並びに調停等で定められた義務の履行に

関する勧告を行う義務履行勧告があるが、これまで審査会等が受け付けた事件の９割以

上が調停事件となっている。また、平成29年度に受け付けた事件は、調停事件41件であ

る（表１－３－１）。 

(2) 都道府県別受付件数 

平成29年度に受け付けた41件について都道府県別にみると、神奈川県及び長野県が

各４件、滋賀県、兵庫県及び熊本県が各３件、千葉県、静岡県、大阪府、奈良県及び香

川県が各２件、北海道、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、富山県、

山梨県、愛知県、京都府、広島県、愛媛県及び福岡県が各１件であった。 

なお、平成29年度末までに審査会等に係属した事件を都道府県別にみると、東京都

の225件が最も多く、次いで大阪府が215件、愛知県が90件、埼玉県が88件、千葉県が85

件などとなっており、一般に大都市地域において多くなっている（表１－３－２）。 

 

２ 申請の内容 

(1) 公害の種類 

平成29年度に受け付けた調停事件41件について、環境基本法第２条第３項に定める

公害の種類（大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭の７種類

をいう。）別にみると、騒音に関するものが28件、大気汚染及び振動に関するものが各

９件、水質汚濁に関するものが８件、悪臭に関するものが７件、土壌汚染に関するもの

が２件、地盤沈下に関するものが１件となっている（重複集計）。 

なお、平成29年度末までに審査会等に係属したあっせん、調停及び仲裁事件につい

て、申請人が主張している典型７公害の種類の数をみると、この10年間は、１件当たり

1.5から2.0種類の間で推移している（表１－３－３）。 

また、近年、日照阻害、眺望阻害、土砂崩壊、交通環境悪化等典型７公害以外の生

活環境を悪化させる要因を含めた紛争の一体的、総合的な解決を求める事件もみられる。 

(2) 被害の態様 

平成29年度に受け付けた調停事件41件について、申請人が個人であるか法人である

かをみると、個人が40件、法人が１件となっている。また、申請人が個人となっている

ものについて、その人数をみると、10人未満のものが34件、10人以上100人未満のもの

が３件、100人以上1,000人未満のものが３件となっている（表１－３－４）。 

次に、申請の内容を被害の種類別にみると、健康被害を訴えるものが29件、感覚

的・心理的被害を訴えるものが13件、財産被害を訴えるものが11件となっている（重複

集計）（表１－３－５）。 

なお、審査会等に係属した事件は、既に発生した被害に対する措置・救済等を求め

るものと、将来発生するおそれのある被害の未然防止を求めるもの（おそれ公害事件）

とに分けられるが、平成29年度に受け付けた調停事件41件のうち、10件がおそれ公害事

件となっている（表１－３－６）。 

(3) 発生源の態様 

平成29年度に受け付けた調停事件41件について、発生源側の当事者をみると、民間

企業のみが当事者となっているものが26件、国、地方公共団体、公団等のみが当事者と

なっているものが３件、両者が当事者となっているものが４件、その他が８件となって

いる（表１－３－７）。 

次に、平成29年度に受け付けた調停事件41件について、加害行為とされる主な事業

活動の種類をみると、製造・加工関係が８件、建築・土木関係及び廃棄物・下水等処理

関係が各５件、交通・運輸関係（道路建設に係るものを含む。）及び畜産関係が各１件、

その他が21件となっている。 

こうした現状を、制度発足当時の製造・加工関係が全体の約半数を占めていた状況

と比較すると、近年では被害の発生源の変化・多様化の傾向がみられる（表１－３－

８）。 

(4) 請求事項 

平成29年度に受け付けた調停事件41件について、申請人の請求事項をみると、発生

源対策を求めるものが29件、金銭支払及び発生源対策を求めるものが12件となっている。 

このうち、発生源対策を求めるものについて、その内容をみると、施設・作業方法

の改善を求めるものが27件、道路等の建設（計画）の差止めを求めるものが５件、操業

停止・移転を求めるものが３件、操業停止・移転及び施設・作業方法の改善を求めるも

のが２件、その他が４件となっている。 

従前から、申請人が発生源対策を求める事件の割合は高く、平成29年度末までに審

査会等に係属した事件全体の約９割を占めている（表１－３－９）。 
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表１－３－１ 都道府県公害審査会等に係属した事件の受付及び終結の状況 

（単位：件）

 

 

区分

年度

合計
あっ
せん

調停 仲裁
義務
履行
勧告

合計 成立 打切り 取下げ その他

受 付 件 数 終 結 件 数

年 度 末
係属件数

(注)１ 昭和 45・46 年度の期間は、昭和 45 年 11 月１日～47 年３月 31 日である。 

　　２ 昭和 45 年 11 月１日～49 年 10 月 31 日の間の「和解の仲介」は、「あっせん」に含めた。 

　　３ 昭和 56 年度受付件数欄のあっせん１件は、職権によるあっせんである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和

45･46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

平成 元 36
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

計 1,566 37 1,511 4 1,529 625

1012210150017825
211148140220325
2303619280123630
2000522270119424
190499220018321
2004512210019322
3002112150024125
3104611210020222
2905712240021122
3401813220027027
3204134210018119
2402813230015015
3120512190026026
2705514240019120
3501911210029029
3202618260023023
33211015281028029
3904711222025128
50246132500360
6735239400057057
67082015430043043
8216227360051051
73252224530044044
53442816522030032
51061916410039039
5821249361042043
69261814401049151
63151722450038139
53022410361025026
49151613351030031
5210189281030031
47141515350030030
46101815340033033
42052218451040041
47031711310036036
44121913352030032
47091911390042042
45071715391036037
39091623480042042
3313238350029029
35031813340036036
33142111370035035
4212234300039039
40052413420039140
44132316430047047
39182720560051051
37122416430041041

14 34171699
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表１－３－２ 都道府県公害審査会等に係属した事件の都道府県別件数 

（単位：件）

 

 

 

 

 

 

 

(注) 集計対象期間は、昭和 45 年 11 月１日～平成 30 年３月 31 日である。 

北 海 道 19 東 京 都 225 滋 賀 県 38 香 川 県 13

青 森 県 7 神 奈 川 県 79 京 都 府 58 愛 媛 県 9

岩 手 県 4 新 潟 県 13 大 阪 府 215 高 知 県 17

宮 城 県 21 富 山 県 12 兵 庫 県 51 福 岡 県 23

秋 田 県 9 石 川 県 12 奈 良 県 28 佐 賀 県 6

山 形 県 7 福 井 県 8 和 歌 山 県 21 長 崎 県 13

福 島 県 8 山 梨 県 10 鳥 取 県 8 熊 本 県 37

茨 城 県 11 長 野 県 43 島 根 県 13 大 分 県 8

栃 木 県 16 岐 阜 県 18 岡 山 県 15 宮 崎 県 6

群 馬 県 35 静 岡 県 31 広 島 県 42 鹿 児 島 県 7

埼 玉 県 88 愛 知 県 90 山 口 県 4 沖 縄 県 16

千 葉 県 85 三 重 県 62 徳 島 県 5 計 1,566

都道府県 件数 都道府県 件数件数 件数都道府県 都道府県
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表１－３－３ 都道府県公害審査会等に係属した事件の公害の種類別受付件数

（あっせん、調停、仲裁） 

（単位：件（）重複集計）

(注) 昭和 45～47 年度の期間は、昭和 45 年 11 月１日～48 年３月 31 日である。 

重複

年度

１件当
たりの
公害の
種類

悪臭
地盤

沈下
振動騒音

公　 　害　 　の　 　種　 　類

土壌

汚染

合計 水質

汚濁

大気

汚染
計

公害の

種類

集計

50 18

48 6

49 13

50 5

51 3

52 8

53 12

54 13

55 9

56 4

57 6

58 7

59 6

60 12

61 5

62 12

63 8

平成元 36 16

２ 57 30

３ 43 23

４ 51 29

５ 44 19

６ 30 11

７ 39 12

８ 42 22

９ 50 29

10 23

11 13

12 12

13 8

14 18

15 10

16 8

17 12

18 9

19 5

20 7

21 11

22 0

23 8

24 7

25 4

26 3

27 8

28 15

29 9

1,552 528

58

58

52

59

32

35

48

48

84

70

24

48

90

117

86

50

43

27

65

118

31

52

昭和　

45～47 81

49

55

67

61

73

79

124

62

62

95

44

60

46

53

43

71

107

2,923計

57

60

60

70

85

64

1.6711720315

30 1.622151815

24 2.232141802

21 1.51271223

22 1.620101604

25 1.941141722

22 2.25191812

22 2.310181800

27 1.62191903

19 1.44341002

15 1.64011300

26 1.810081634

20 1.61161502

29 2.161142502

23 2.012072002

28 1.933112211

26 1.722101902

1.8431119012

2.1581827525

2.11041124018

2.38319241321

2.092829613

2.051142035

2.0731623513

2.51621728814

2.51032534914

39 2.41501318917

25 2.390615510

30 1.911182033

30 1.781102302

30 2.291151923

33 1.86292446

40 1.890152885

36 2.043122578

30 2.161152056

42 1.510352874

36 1.91021124106

42 2.074163565

29 1.561102313

36 1.55182742

35 1.762182430

39 1.58192654

40 1.595132334

47 1.514283602

51 1.7111133915

41 1.67192828

1.9313815361,029147289
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表１－３－４ 都道府県公害審査会等に係属した事件の申請人数別受付件数

（あっせん、調停、仲裁）  

（単位：件）

(注)１ 昭和 45～47 年度の期間は、昭和 45 年 11 月１日～48 年３月 31 日である。 

　　２ （ ）内の数字は、農民、漁民、商店主等の事業者が、その事業活動について受けたとする 

被害に関する件数で、内数である。

50 9

48 1

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

平成元

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1,552 1,446 (95)

45～47

計

昭和　

159(16)44 6290

1013(12)2830 2022

01117104(1)2424

00312114(5)2121

2002495(2)2022

10302118(5)2425

2031556(0)2022

0340159(1)2222

3240468(1)2427

00103105(3)1919

0011274(2)1515

0042866(0)2626

1012484(2)1920

1221779(2)2829

30013151(1)2023

0033598(1)2828

11304116(0)2526

1183995(0)3536

0111715149(0)5757

12825196(0)4243

137362011(0)5051

115191710(1)4344

01516107(0)3030

304141611(2)3639

103391610(0)4142

413215169(3)4650

13111599(1)3839

3131395(2)2225

50113911(3)2530

212041110(2)2830

3434286(2)2730

222131112(2)3133

411051118(2)3640

50523912(2)3136

30313614(0)2730

902051115(1)3342

302171112(2)3336

400261020(2)3842

100011116(1)2829

70221915(0)2936

300031019(3)3235

40120923(2)3539

50101924(4)3540

000102521(0)4747

701021031(4)4451

103031321(0)4041

1063314159209503501

２～９

年度 人

合計
１人

法人
個

小

(注）

申請人

1,000100 ～10～49 50～99

人以上999人人人

人

計
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表１－３－５ 都道府県公害審査会等に係属した事件の被害の種類別受付件数

（あっせん、調停、仲裁）

（単位：件）（重複集計）

(注) 昭和 45～47 年度の期間は、昭和 45 年 11 月１日～48 年３月 31 日である。 

重複

年度 集計

被 害 の 種 類

物植物動計
感覚的・
心 理 的

不   明
件　　数

健   康 財   産

被害の

種類

50 14
48 3
49
50
51 3
52 12
53 9
54 9
55 9
56 4
57 1
58 1
59 2
60 8
61 3
62 1
63 4

平成元
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1,552

27

昭和　

45～47 79

40

39
29
24

35

34
28
28
37
23
18
33
26
40
30
33

37
55
60
74
71

40
65
47
64
47

48

60

50
62

47
56
67
61
68
61

66

2,209計

46

55

60
64

56
66
53

11591228
30 0162414

033041924
035141121

22 014208
25 011317
22 012016
22 011008
27 0180010
19 010009
15 011105
26 025007
20 016008
29 0180014
23 019008
28 027005
26 0210010

035005036
055008257
030109743
0460011751
035007544
0200031430
02311111939
2310271842
03300142750
02454112739
0162161525
01420121930
2260082030
02811122530
03101121733
03231112140
0281382136
02300101530
02920112442
0230081936
03611101442
0180281829
0240082836
02000172335
12200113039
21501152240
02400102247
03100112451
01300112941

81,0354437440645
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表１－３－６ 都道府県公害審査会等に係属したおそれ公害事件の受付件数（調停）

（単位：件）

(注) 昭和 45・46 年度の期間は、昭和 45 年 11 月１日～47 年３月 31 日である。 

昭和

45･46 17 1 16 5.9
47 20 2 18 10.0
48 23 0 23 0.0
49 19 1 18 5.3
50 18 5 13 27.8
51 19 4 15 21.1
52 24 4 20 16.7
53 20 7 13 35.0
54 21 11 10 52.4
55 27 5 22 18.5
56 18 2 16 11.1
57 15 3 12 20.0
58 26 10 16 38.5
59 19 7 12 36.8
60 29 8 21 27.6
61 23 10 13 43.5
62 28 7 21 25.0
63 25 10 15 40.0

平成 元 36 7 29 19.4
２ 57 36 21 63.2
３ 43 28 15 65.1
４ 51 20 31 39.2
５ 44 14 30 31.8
６ 30 12 18 40.0
７ 39 18 21 46.2
８ 42 15 27 35.7
９ 49 12 37 24.5
10 38 14 24 36.8
11 25 5 20 20.0
12 30 6 24 20.0
13 30 5 25 16.7
14 30 10 20 33.3
15 33 8 25 24.2
16 40 13 27 32.5
17 36 14 22 38.9
18 30 5 25 16.7
19 42 8 34 19.0
20 36 13 23 36.1
21 42 14 28 33.3
22 29 4 25 13.8
23 36 6 30 16.7
24 35 1 34 2.9
25 39 6 33 15.4
26 39 6 33 15.4
27 47 5 42 10.6
28 51 4 47 7.8
29 41 10 31 24.4

計 1,511 416 1,095 27.5

　　種別 おそれ事件

　年度 以外の事件

合　　　計

おそれ事件

の割合(％)

おそれ事件
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表１－３－７ 都道府県公害審査会等に係属した事件の発生源側の当事者別受付件数

（あっせん、調停、仲裁）

（単位：件）

(注) 昭和 45～47 年度の期間は、昭和 45 年 11 月１日～48 年３月 31 日である。 

発生源

　年度

昭和

45～47 50 36 13 1 0
48 30 27 2 0 1
49 24 19 5 0 0
50 21 16 5 0 0
51 22 15 4 2 1
52 25 18 6 1 0
53 22 14 7 0 1
54 22 14 8 0 0
55 27 16 10 0 1
56 19 12 6 0 1
57 15 11 1 0 3
58 26 12 10 1 3
59 20 12 5 2 1
60 29 20 6 1 2
61 23 17 1 4 1
62 28 17 4 3 4
63 26 13 9 1 3

平成 元 6 1
２ 7 4 6 4
３ 3 7
４ 1 5
５ 4 9
６ 0 5
７ 9 8
８ 2 7 7
９ 0 7 3
10 39 15 13 8 3
11 25 15 3 3 4
12 30 19 6 2 3
13 30 18 5 2 5
14 30 18 7 3 2
15 33 15 9 5 4
16 40 21 8 5 6
17 36 18 11 3 4
18 30 23 1 4 2
19 42 28 4 6 4
20 36 24 2 2 8
21 42 25 5 2 10
22 29 21 5 0 3
23 36 20 8 2 6
24 35 20 4 4 7
25 39 23 10 3 3
26 40 19 5 3 13
27 47 33 4 1 9
28 51 30 7 4 10
29 41 26 3 4 8

計 1,552 923 325 131 173

合  計
国 、 地方 公共
団 体 、公 団等

他のそ業企間民
民間企業と
国、地方公共
団体、公団等

3 2 159
5 2 1 1 3
4 2 457
5 3 295
4 2 438
3 1 609
3 1 759
4 1 1 44
5 1 2 64
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表１－３－８ 都道府県公害審査会等に係属した事件の加害行為とされる主な事業活

動の種類別受付件数 （あっせん、調停、仲裁）

（単位：件）

(注) 昭和 45～47 年度の期間は、昭和 45 年 11 月１日～48 年３月 31 日である。 

　年度

昭和

45～47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

平成 元
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

計

製造・
加  工

廃棄物
・下水
等処理

建築・
土  木

合  計
交通・
運  輸

畜  産
製錬・
採  石

その他

事業活動

の種類

42260112550
4111051830
1102051524
221209521
200317922
3201091025
510128522
100814822
500535927
501008519
410003715
504046726
300523720

1001117929
1100301823
901822628

1000545226
1311554736
30111307557
2310742643
23217711051
21012911044
901274730

16002105639
12105134742
132212114650
3205223439
801470525
7004711130

10017001230
5116411230
703743933

11006181440
911793636
4009301430

10116441642
1612217736
1402747842
1302611629
1802423736
1601207935
14113461039
11114511740
20002421947
26102341551
2101155841

48727382001762064181,552
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第２節 公害紛争の処理状況                      

 

(1) 終結区分別件数 

平成29年度中に審査会等において終結した事件43件について、その終結区分をみる

と、調停が成立したものが16件、調停を打ち切ったものが24件、調停申請を取り下げた

ものが２件、その他が１件となっている（表１－３－１）。 

(2) 合意の内容 

平成29年度中に成立した調停事件について、どのような内容で合意したかをみると、

発生源対策を行うことで合意したものが14件、金銭支払及び発生源対策を行うことで合

意したものが２件となっている。 

また、発生源対策を行うことで合意したものの内訳をみると、施設・作業方法の改

善及び計画の変更が14件、操業停止・移転が２件となっている（表１－３－10）。 

(3) 処理に要した期間 

平成29年度中に終結した調停事件43件について、申請受付から終結までの期間をみ

ると、３か月以内に終結したものが３件、３か月を超え６か月以内に終結したものが９

件、６か月を超え１年以内に終結したものが17件、１年を超え１年６か月以内に終結し

たものが10件、１年６か月を超え２年以内に終結したものが２件、２年を超えているも

のが２件となっており、９割以上が２年以内に終結している。 

なお、制度発足以来の全事件の平均処理期間は、15.1か月となっている（表１－３

－11）。 

(4) 期日の開催回数 

平成29年度中に終結した調停事件43件について、申請受付から終結までの間に開催

された期日の回数をみると、４回以下のものが31件、５回から10回のものが12件となっ

ており、１事件当たり平均3.4回となっている。 

平成29年度中に成立した調停事件16件について、期日の開催回数をみると、４回以

下のものが８件、５回から10回のものが８件となっており、１事件当たり平均4.8回と

なっている。 

平成29年度中に打切りとなった調停事件24件について、期日の開催回数をみると、

４回以下のものが20件、５回から10回のものが４件となっており、１事件当たり平均

2.9回となっている（表１－３－12）。 
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表１－３－９ 都道府県公害審査会等に係属した事件の請求事項別受付件数

（あっせん、調停）

（単位：件）

(注)１ 昭和 45～47 年度の期間は、昭和 45 年 11 月１日～48 年３月 31 日である。 

２ 「その他」は、「家屋の買取り」、「原状回復」等である。

 年度

合　計
①＋②

操業停
止・移
転

操業停
止・移
転及び
施設・
作業方
法の改
善

施設・
作業方
法の改
善

道路等
の建設
(計画)
の差止
め

その他

昭和

45～47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

平成元
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

計

発生源対策の主な請求内容別件数

その他

(注)

発生源

対　策

②

金銭支
払及び
発生源
対  策

①

金銭

支払
合計

請求

事項

027572109122748
008261611061229
0162716197623
0271212184821
03635170116522
031115200137525
071212220139022
09820191154222
05754212156427
1141310382619
01733140104115
091014241204126
50821161115320
711432270216229
73534221166023

143650280217028
106411220157426
1113902351296036
1528723551478157
8121451401337243
6131943452378451
12281004113011244
241571290236130
471745371307139
1121473374316142
21517914433410350
1141514350269439
031512214147025
341321236176130
1418332911811030
391521300255030
132213301228233
2922323822711040
252023321257336
222003271216230
5123353702611542
24982256196536
362173401319142
021663272198029
042601310238536
311472271189735
052143332267439
2622143522114340
043721442368147
3233744913514151
4527234102912041

1312556791511281,344599973471451,548
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第２節 公害紛争の処理状況                      

 

(1) 終結区分別件数 

平成29年度中に審査会等において終結した事件43件について、その終結区分をみる

と、調停が成立したものが16件、調停を打ち切ったものが24件、調停申請を取り下げた

ものが２件、その他が１件となっている（表１－３－１）。 

(2) 合意の内容 

平成29年度中に成立した調停事件について、どのような内容で合意したかをみると、

発生源対策を行うことで合意したものが14件、金銭支払及び発生源対策を行うことで合

意したものが２件となっている。 

また、発生源対策を行うことで合意したものの内訳をみると、施設・作業方法の改

善及び計画の変更が14件、操業停止・移転が２件となっている（表１－３－10）。 

(3) 処理に要した期間 

平成29年度中に終結した調停事件43件について、申請受付から終結までの期間をみ

ると、３か月以内に終結したものが３件、３か月を超え６か月以内に終結したものが９

件、６か月を超え１年以内に終結したものが17件、１年を超え１年６か月以内に終結し

たものが10件、１年６か月を超え２年以内に終結したものが２件、２年を超えているも

のが２件となっており、９割以上が２年以内に終結している。 

なお、制度発足以来の全事件の平均処理期間は、15.1か月となっている（表１－３

－11）。 

(4) 期日の開催回数 

平成29年度中に終結した調停事件43件について、申請受付から終結までの間に開催

された期日の回数をみると、４回以下のものが31件、５回から10回のものが12件となっ

ており、１事件当たり平均3.4回となっている。 

平成29年度中に成立した調停事件16件について、期日の開催回数をみると、４回以

下のものが８件、５回から10回のものが８件となっており、１事件当たり平均4.8回と

なっている。 

平成29年度中に打切りとなった調停事件24件について、期日の開催回数をみると、

４回以下のものが20件、５回から10回のものが４件となっており、１事件当たり平均

2.9回となっている（表１－３－12）。 
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表１－３－10 都道府県公害審査会等に係属した事件の合意事項別成立件数

（あっせん、調停）

 （単位：件）

(注)１ 昭和 45～47 年度の期間は、昭和 45 年 11 月１日～48 年３月 31 日である。 

　　２ 「その他」は、「家屋の買取り」、「原状回復」、「公害防止協定締結」等である。 

合意事項

昭和

45～47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

平成 元
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

計

合　計

　年度

合  計
①＋②

操業停
止・移
転　 あ

発生源対策の合意内容別件数

その他

(注)

発生源

対  策

②

金銭支払

金銭支
払及び
発生源
対  策

①

操業停
止・移
転及び
施設・
作業方
法の改
善 ああ

施設・
作業方
法の改
善及び
計画の
変  更

72211074718
52180531119
62210391922
301401359
6219063312
6118062412
6039181111

100111083112
90110182213
201303014
6028080513

1110120120012
80412084214
910100100111
873180144018

1302150123015
820100100111
81110082313
700707029

1320150141015
511705207

1531190127524
1420160151016
1202142140016
430726109

1021130121114
70071170422
802100100010
7209372113
701815309
904130103215

1500150132015
1800180162018
70411083011

1001110110213
100111092011
110011092415
812118101423
710806208
713111101113

110011083011
030313004

1012130130013
1310140131216
1311154132120
1402160142016

4034554502384237985625
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表１－３－11 都道府県公害審査会等に係属した事件の処理期間別終結件数

（単位：件）

(注) 昭和 45～47 年度の期間は、昭和 45 年 11 月１日～48 年３月 31 日である。 

（か月）

昭和

45～47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

平成 元
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

計

 年度

合　　計
３

以

３ か 月 超
６
以

６ か 月 超

１ 年 以 内

１
１ 年 ６ か
月

１ 年 ６ か
月
２ 年 以 内

２

超

平　　均
処理期間

処理

期間

6.7014681029
7.5005145428
8.4029113227
8.301384622
8.302185521
8.201264215

10.410665321
16.354434424
14.8512102222
14.951463221
15.142368023
18.751244319
15.042475224
14.152255221
16.451594226
12.6414125228
16.2422113022
13.4227113025
23.16412103540
12.22614137143
20.91046112336
24.91479157153
21.31761178352
20.21041355441
13.7617182236
15.86311115440
21.31085128245
17.51075101336
19.7661083235
11.9305117228
28.7113953435
13.5321188234
22.61217106945
12.3613116431
11.532995735
14.58110108239
10.61312146339
9.7424238748

13.7522167335
17.7337116434
18.9426118637
10.6322147230
11.7447159342
15.4735196343
9.93432713656

10.22210179343

15.12281192844942531511,529

月か

内
月か
内

超年

内以
超

を年

るえ
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住民から寄せられる公害苦情は、健康と生活環境の保全に関する相談という側面と、行政に 
 
住民から寄せられる公害苦情は、健康と生活環境の保全に関する相談という側面と、行政に

対する不満の表明という側面を併せ持っており、公害行政に関する種々の問題を包含している。

また、公害苦情は、住民の公害防止に向けての直接的な行動であって、住民の公害に対する関

心の度合いとも関係があり、被害の全てが公害苦情として寄せられているわけではないが、公

害被害の現状を反映しているものといえる。 
公害等調整委員会では、全国の地方公共団体の公害苦情相談窓口に寄せられた公害苦情の件

数や処理状況等を把握することにより、公害苦情の実態を明らかにし、公害対策等の基礎資料

を提供するとともに、公害苦情処理事務の円滑な運営に資するため、公害紛争処理法第49条の

２の規定に基づき、毎年度、全国の都道府県及び市町村（特別区を含む。）を対象として「公害

苦情調査」を実施している。 
 
第１節 公害苦情の受付状況                      

 

１ 全国の公害苦情受付件数 

平成28年度に新規に受け付けた公害苦情件数は70,047件で、前年度（平成27年度)に比べ2,414

件（対前年度比3.3%）減少している。 

最近の推移をみると、平成 15 年度には調査開始（昭和 41 年度）以来初めて 10 万件を上回っ

た後、16年度は一旦減少し、17 年度、18 年度と続けて増加したが、19 年度以降は 10 年続けて

減少している（図１－４－１、表１－４－１）。 
 

図１－４－１ 全国の公害苦情受付件数の推移 

 
注１）平成６年度から調査方法を変更したため、件数は不連続となっている。 

注２）平成 22 年度の調査結果には、東日本大震災の影響により報告の得られなかった地域（青森県、岩手県、宮城県及び 

福島県内の一部市町村）の苦情件数が含まれていない。以下の図表において同じ。 
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表１－３－12 平成 29 年度に都道府県公害審査会等に係属した事件の期日開催

回数別終結件数 （調停）

 （単位：件）

終　結

成　立

打切り

取下げ

その他

0
平　均
(回)

　区分

期日開催
回数

3.401471515143

4.8013462016

2.90013911024

1.000000202

0.000000011
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